
保保所墳第　7ミ川二l号

平成22年12月27日

「食の安全・市民ホットライン」
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さいた東市保健所環姥購夢課長
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さいたま市保健所地域保健支捷課罠

r株式会社　S拝　　）資金」．に係る栗諸寄について（回答）

平成22年12月18日付けで授出された併記の件について下記のとおり回答いたします．．

■　記

今回ご指摘いただいたr無添加白だし」は、各都道府県衛生窯幹部（周）厘あて厚生省蘭凝局監視

指導秩通知「無承認無許可医寮晶の監視指導マニュアルの改正について」（昭和6針準9月2日灘檻

第8各号）に基づき、r明らかに食品と認織されるもの」に該当すると解しております〔

したがって、ご指摘いただいた当該商品に対する宣伝をもって直ちに満額掟港反とはいえ加、

と●判断しており、発着に対して薬事法に基づく処分は考えておりません′．

ただし、一般に食品に対して効能効果を謳う広告は薬事法に遍反する行剃こあたるたれ当誠兼二斤

には、薬草牡の昂鱒から食品に対する広告行為については十分注意するよう緒堺を寺川、・ました、

また、今回ご指掛、布だいた「照療加白だLj．についてのインターネット広常に対し、健康増進法

の見地から、r食品・とし七販売時供する卿こ関して行う健康保持増進勅願削こ関する虚偽誇大瓜閥

の禁止及び広告等通年化のための監視指導制こ関する指針（ガイドライン）」及び、「食品とし・て馳晶．士

に供する物に関して行う鹿療保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の軌ヒ及び広缶等適止化鋸た

めの監視措導琴に関する摺針（ガイドライン）に係る官憲事項について」、「健康増趣法．巨問題となるイ

ンターネッ’ト広告表示についてJに屡づき、いわゆる健康食晶の潜火広軌こ該当するため関東信越悍

生局の指導の下、指導を行いましたn
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